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知立市工事検査要領

（目的）

第１条 この要領は、知立市契約規則（以下「契約規則」という。）に基づき知立市の発注

する工事に係る検査員の行う検査について必要な事項を定め、もって適正かつ能率的な契

約の履行を確保することを目的とする。

（用語の意義）

第２条 この要領において、次に掲げる用語の意義は知立市工事施行に関する事務取扱要領

第２条の規定に定めるところによる。

(1) 設計金額

(2) 工事

(3) 工事担当課長

（適用範囲）

第３条 工事検査の範囲は、工事のうち当初設計金額が１３０万円を超える建設工事とし、

検査担当課において所掌する。ただし、その他の工事については、工事担当課において所

掌する。

（検査の種類等）

第４条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 完了検査 完了検査は、次の場合に行うものとする。

ア 工事が完了したとき

イ 部分引渡しにおける指定部分に係る建設工事が完了したとき

(2) 出来形検査 出来形検査は、次の場合に既済部分について行うものとする。

ア 部分払又は部分使用をしようとするとき

イ 損害金を徴収して契約期間を延長しようとするとき

ウ 施行を中止しようとするとき

エ 契約を解除しようとするとき

(3) 中間検査 中間検査は、建設工事完了後において、出来形の確認が困難な場合又は適

正な技術的施工を確保するために行うものとする。ここでいう適正な技術的施工を確保

するために行うものについては、特記仕様書で指定するものとする。

(4) 修補補正完了検査 修補補正完了検査は修補補正が完了した場合に行うものとし完了

検査に準ずる。

（検査員の任命）



第５条 この要領において検査員とは、契約規則第３条に規定する者をいう。

２ 検査員は検査担当者若しくは契約担当者から工事１件ごとに、任命権者により職員のう

ちから任命するものとする。

３ 工事担当課長は、第３条の規定以外のものについては、次に掲げるところにより検査し、

その検査結果を契約担当者へ報告するものとする。ただし、特にその必要がないと認めら

れた場合を除く。

(1) 設計金額が１３０万円以下の建設工事及び５０万円を超える委託業務の検査は、工事

担当課長を検査員とする。

(2) 前号以外の検査は、工事担当課の係長以上を検査員とする。

４ 検査員の任命の時期は、次のとおりとする。

(1) 完了検査

契約担当者より工事検査依頼書又は指定部分工事検査依頼書の提出があったとき

(2) 出来形検査

ア 部分払の場合にあっては、受注者より出来形検査申出書及び出来形調書の提出があ

ったとき

イ 部分使用の場合にあっては、部分使用をしようとするとき

ウ 損害金を徴収して契約期間を延長する場合にあっては、契約期間の延長を承認しよ

うとするとき

エ 建設工事の中止の場合にあっては、中止しようとするとき

オ 契約の解除にあっては、契約を解除しようとするとき

(3) 中間検査

ア 監督員より検査の依頼があり、検査担当課が検査の実施を必要と認めたとき

イ 特記仕様書に指定したもので、監督員より検査の依頼があったとき

（検査の依頼）

第６条 監督員は、第４条による工事の検査を必要とするときは、別に定める知立市工事成

績評定要領の規定に基づき所定の事項を記入し、建設工事については別表第１に掲げる関

係書類（設計図書、出来形図、工事写真等）を添えて検査担当課へ依頼するものとする。

（検査の時期）

第７条 検査は契約規則第４９条の規定に基づき、次に掲げる期間内に行うものとする。

(1) 建設工事の完了検査は、完了届を受理した日から１４日以内、委託業務にあっては１

０日以内に行わなければならない。

(2) 出来形又は中間検査は、検査員任命後、遅滞なく行うものとする。ただし、部分払の

場合にあっては、当該請求を受けた日から１４日以内に行わなければならない。



２ 工事担当課長は、検査日が決定されたとき、遅滞なく監督員を経由して契約者に通知す

るものとし、次の各号について措置するものとする。

(1) 現地については必要により検査範囲等の指示

(2) 別表第２に掲げる検査用具のうち、当該検査に必要と認める用具の準備

(3) その他必要と認める事項

（検査の基準）

第８条 建設工事の検査は、別に定める知立市工事検査技術基準に基づき行うものとする。

ただし、検査の基準において、設計金額が１３０万円以下の建設工事については当該工事

の検査員の判定によるものとし、委託業務にあっては、この限りでない。

（検査の立会）

第９条 検査は、監督員及び当該工事の契約者若しくは現場代理人又は主任技術者若しくは

監理技術者の立会のもとに行うものとする。ただし、監督員が立会えない場合は、工事担

当課長又は工事担当課長が指名した職員の立会のもとに行うことができるものとする。

（検査実施の原則）

第１０条 建設工事の検査は、現地において工事の出来形を対象とし、設計図書等と対比し

てその位置、形状、寸法等の相違並びに品質及び性能、その他必要な事項について確認す

るものとする。ただし、委託業務にあっては、工事担当課は必要に応じて、契約規則第４

７条の規定に基づき定めるものとする。

２ 検査に際して、地下又は水中等にあって外部から検査を行い難い部分については、当該

工事等の契約者の説明、工事写真等により確認するものとする。

３ 前項の検査にあたり必要があるときは、工事目的物を最小限破壊して検査することがで

きる。

４ 検査員は、検査の記録を工事検査記録に整備しておかなければならない。

（完了検査の報告）

第１１条 検査員は、完了検査を行ったときは完了検査調書又は指定部分完了検査調書を作

成して市長に提出するものとする。この場合において、検査の結果その給付に不完全な部

分があると認めたときは、完了検査調書又は指定部分完了検査調書に修補補正調書を添え

て提出するものとする。

２ 検査担当課長は、前項の調書の提出があったときは、検査結果通知書又は、指定部分完

了検査結果通知書に当該調書の写しを添えて工事担当課長に通知するものとする。ただし、

工事担当課において所掌するものについては、この限りでない。

（出来形検査の報告）

第１２条 検査員は、出来形検査を行ったときは出来形検査調書を作成して、市長に提出す



るものとする。

（中間検査の報告）

第１３条 検査員は、中間検査を行ったときは工事検査記録を作成し、中間検査結果通知書

に添えて市長に提出するものとする。

（修補補正の命令）

第１４条 市長は、検査員から建設工事の修補補正調書を受理したときは、修補補正指示書

により契約者に修補補正を命ずるものとする。

２ 検査員は、修補補正を要する部分の内容が軽易であると認めた場合は、前項の取り扱い

にかかわらず検査の際に口頭で指示することができるものとする。この場合において、

「修補補正を要する部分の内容が軽易であると認めた場合」とは、検査時に給付の完了の

確認は可能であるが、少しの手入れにより工事目的物のグレードアップできる場合及び注

意喚起の必要なものについて検査員の判断で口頭により指示する場合のことをいう。

３ 前項の場合は、次に掲げる調書等は省略することができるものとする。

(1) 修補補正調書

(2) 検査結果通知書

(3) 修補補正完了届

(4) 修補補正完了検査調書

（修補補正の確認）

第１５条 契約者は、修補補正が完了したら修補補正完了届により、市長に報告するものと

する。

２ 修補補正の完了検査を行う検査員は、修補補正箇所に係る給付の内容について確認する

ため検査を行わなければならない。ただし、修補補正の内容が軽易な場合には、工事写真

等でその内容を確認することを以って、検査に代えることができるものとする。

３ 検査員は、修補補正に係る検査を完了したときは、速やかに市長に修補補正完了検査調

書を提出するものとする。ただし、前条第２項に規定する場合は、この限りでない。

４ 検査担当課長は、前項の調書の提出があったときは、検査結果通知書又は指定部分完了

検査結果通知書に当該調書の写しを添えて工事担当課長に通知するものとする。ただし、

工事担当課において所掌するものについては、この限りでない。

（臨機の措置）

第１６条 検査員は、検査にあたり事態が重大かつ処理に急を要すると認める事項があると

きは、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

（工事成績の評定）

第１７条 工事の検査が完了したときは、その成績について別に定める知立市工事成績評定



要領により評定し、その結果を市長へ報告するものとする。ただし、工事担当課（当初設計

金額が５０万円を超える委託業務を除く。）において所掌するものについては、評定を省略

することができるものとする。

（検査結果の通知）

第１８条 市長は、完了検査にあっては、検査の結果及び工事目的物の引渡しの時期を検査

結果通知書又は指定部分完了検査結果通知書により契約者に通知するものとする。この場合

において、出来形検査にあっては、その結果を出来形検査結果通知書により契約者に通知す

るものとする。

（様式）

第１９条 この要領に定めのある様式については、別に定めるものとする。

（雑則）

第２０条 この要領に定めのない事項については、愛知県建設工事等検査要領及び土木工事

検査基準の関係条項を準用するものとする。

附 則

この要領は、昭和６０年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成１１年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、令和３年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、令和５年４月１日から施行する。



様式一覧

様式第１（その１） 工事検査依頼書

様式第１（その２） 指定部分工事検査依頼書

様式第２（その１） 完了検査調書

様式第２（その２） 指定部分完了検査調書

様式第３ 修補補正調書

様式第４（その１） 検査結果通知書

様式第４（その２） 指定部分完了検査結果通知書

様式第５ 出来形検査申出書

様式第５（別紙） 出来形調書

様式第６（その１） 出来形検査調書

様式第６（その２） 出来形検査結果通知書

様式第７ 工事検査記録

様式第８ 中間検査結果通知書

様式第９ 修補補正指示書

様式第１０ 修補補正完了届

様式第１１ 修補補正完了検査調書

様式第１２ 指定部分完了届

様式取扱い上の注意

本要領の様式は、建設工事を基本にして定めたものであるので、委託業務契約の場合にあ

っては、各様式中「工事名、工事場所、契約金額、請負者」を「委託業務名、委託業務場

所、契約金額、受託者」等に適宜改めて使用すること。



別表第１

検査関係書類 ① 契約関係書類、設計図書（変更を含む）

② 実施工程表（変更を含む）

③ 「施工プロセス」のチェックリスト

④ 施工計画書、承諾図書、施工図（変更を含む）

⑤ 現場代理人等通知書

⑥ 材料関係（材料承諾書類、材料試験成績書、地質調査書等）

⑦ 材料承認図

⑧ 監督記録

⑨ 支給材関係（材料検収簿、材料品引渡簿、受領書）

⑩ 材料検査関係材料試験及び調合関係書類

⑪ 工事記録写真

⑫ 出来形管理図書（出来形成果表、出来形図）

⑬ 段階確認及び施工状況把握報告書（建築工事を除く）、

施工・材料（機器）搬入報告書一覧表（建築工事のみ）

⑭ 品質管理図書（各種試験成績書、測定記録表等）

⑮ 施工体系図

⑯ 施工体制台帳

⑰ 工事打合簿

⑱ その他必要な書類



別表第２

区分 検 査 用 具

共通検査用 布ﾃｰﾌﾟ（樹脂加工 50m） ｽﾁｰﾙﾃｰﾌﾟ（50m）

ｺﾝﾍﾞｯｸｽｽﾁｰﾙ ﾘﾎﾞﾝﾃｰﾌﾟ（5m）

箱尺 ﾎﾟｰﾙ

ﾋﾟﾝﾎﾟｰﾙ 水糸

垂球 勾配定規（ｽﾗﾝﾄﾙｰﾙ）

ﾄﾗﾝｼｯﾄ ﾚﾍﾞﾙ

光波測量機 ﾊﾟｿｺﾝ

測量器具 ｼｭﾐｯﾄﾊﾝﾏｰ

検査用ﾊﾝﾏｰ 照明用ﾗｲﾄ

写真機 電卓

懐中電灯 その他

一般破壊検査

用

つるはし ｽｺｯﾌﾟ

のみ ﾊﾝﾏｰ

その他

舗装工事用 砂置換密度測定機 平坦性定規（3m）

ｺｱｰｶｯﾀｰ その他

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物 さく岩機 ｺｱｰｶｯﾀｰ

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断用ｶｯﾀｰ 梯子

脚立 その他

水道工事用 開蓋器（鋳鉄蓋用） ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ

開栓器 ﾏｰｶｰﾛｹｰﾀｰ

柄杓 その他

下水道工事用 開蓋器（人孔蓋用） 鏡（管の検査用）

その他

建築工事用 ﾊﾝﾃﾞｨｰﾚﾍﾞﾙ 手鏡（伸縮型）

ｶﾎﾞﾁｬﾀｲﾙﾁｪｯｶｰ その他


